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特定相談支援事業の許可に関するお知らせ 

 

当社は、令和２年８月１日付で特定相談支援事業の許可が得られましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．許可の内容 

⑴許 可 名 称 特定相談支援事業 

⑵許 可 番 号 特定相談支援事業 1330802230 

⑶許可の有効期間 令和２年８月１日から令和８年７月 31 日まで 

⑷取扱地域 江東区 江戸川区 墨田区 

⑸主たる対象者 精神障害者 

⑹事業所名称 相談支援事業所 デライト江東 

⑺事業所所在地 〒136-0071 

東京都江東区亀戸六丁目 56 番 15 号 ビジョナリーⅣ East7 階 

 

２．特定相談支援事業の概要 

⑴ 障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう取扱地域を中心として 

  相談支援やサービス利用計画を立案支援します。 

 

⑵ 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方に対し、地域移行の取組と 

連携しつつ、地域移行に向けた支援を行います。 

 

⑶ 当社グループの事業である精神科に特化した訪問看護、障害者就労定着支援や有料職業紹介事 

業において、障害のある方に最良かつ複合的なサービス利用計画を立案支援します。 

 

⑷ 行政、医療機関、地域サービス機関とも連携し、総合的なサービス利用計画のご提示に取り組んで 

まいります。 

 

以上 


